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⑶ G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会規約

（名称） 
第１条　本会は、G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的）  
第 ２条　協議会は、2019年に茨城県つくば市で行なわれるG20貿易・デジタル経済大臣会合（以下「大

臣会合」という。）の成功を期するため、官民一体となった茨城県全体の受け入れ体制を確立し、支援・
協力を行うとともに、心のこもったおもてなしの提供や、大臣会合の機会を捉えて、世界に向けた本県
の魅力を発信し、本県の活性化に資することを目的とする。 

（事業） 
第３条　協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）大臣会合に対する支援、協力及び受け入れに向けた準備の推進に関すること 
（２）各国の要人等へのおもてなしに関すること
（３）海外に向けた茨城の様々な魅力発信に関すること
（４）その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

（会員） 
第４条　協議会は、別表の会員をもって構成する。
２　会長は、必要と認めるとき、協議会に新たな会員を参加させることができる。

（役員） 
第５条　会長は、茨城県知事をもって充てる。 
２　副会長は、つくば市長をもって充てる。
３　監事は、総会の承認を得て、会員の中から会長が委嘱する。

（役員等の職務） 
第６条　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
３　監事は、協議会の会計を監査する。 

（顧問）
第７条　会長は、必要に応じて協議会に顧問を置くことができる。
２　顧問は、協議会の目的達成に必要な助言を行う。
３　顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
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（会議の種類） 
第８条　協議会に総会を置く。 
２　会長は、協議会の目的を推進するために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 
３　部会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

（総会）
第９条　総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１）協議会活動に係る基本方針に関すること。 
（２）事業計画及び予算、決算に関すること。 
（３）規約の制定及び改廃に関すること。 
（４）その他第２条の目的の達成に必要と認められること。
２　総会は、会長が必要に応じ召集し、これを主宰する。 
３　総会の議決は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決定する。 

（会長の専決処分）
第 10条　会長は、総会の権限に属する事項で、軽易なもの、又は総会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであるときは、その議決すべき事項を専決処分することができる。

（事務局） 
第11条　協議会の事務を処理するため、茨城県営業戦略部に事務局を置く。
２　事務局長は、茨城県営業戦略部長とし、会長の命を受けて事務を総括する。

（財務）
第12条　協議会の運営に必要な経費は、負担金その他の収入をもって充てる。

（予算及び決算）
第13条　協議会の予算は、総会の議決により定め、決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければ
　 ならない。

（解散）
第14条　協議会は、事業の目的を達成したとき、総会の議決を経て解散する。

（補則）
第15条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

付　則
この規約は、平成30年8月2日から施行する。

茨城県

つくば市

茨城県警察本部

茨城県議会

つくば市議会

一般社団法人茨城県医師会

一般社団法人茨城県観光物産協会

一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会

茨城県酒造組合

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

茨城県農業協同組合中央会

一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会

一般社団法人茨城県バス協会

一般社団法人茨城県病院協会

茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合

茨城産業会議

国立大学法人茨城大学

首都圏新都市鉄道株式会社

株式会社常陽銀行

全国農業協同組合連合会茨城県本部

一般社団法人つくば観光コンベンション協会

国立大学法人筑波技術大学

株式会社筑波銀行

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構

つくば市区会連合会

国立大学法人筑波大学

一般財団法人つくば都市交通センター

日本貿易振興機構茨城貿易情報センター

東日本高速道路株式会社関東支社　
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⑷ G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会 名簿
令和元年（2019年）６月30日時点

【構成員】

【顧問】

所　　属 職 氏　　名

茨城県 知事　（協議会会長） 大井川　和彦

つくば市 市長　（協議会副会長） 五十嵐　立青

茨城県警察本部 警備部長 遠藤　　恵一

茨城県議会 議長 川津　　隆

茨城県議会 議員 鈴木　　将

茨城県議会 議員 田村　　けい子

茨城県議会 議員 塚本　　一也

茨城県議会 議員 星田　　弘司

つくば市議会 議長 神谷　　大蔵

一般社団法人茨城県医師会 会長 諸岡　　信裕

一般社団法人茨城県観光物産協会 会長 大井川　和彦

一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会 代表理事 仁衡　　琢磨

茨城県酒造組合 理事長 廣瀬　　淳一

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 理事長 宇野　　善昌

茨城県農業協同組合中央会 会長 佐野　　治

一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会 会長 金塚　　功

一般社団法人茨城県バス協会 会長 松上　　英一郎

一般社団法人茨城県病院協会 会長 諸岡　　信裕

茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 吉岡　　昭文

茨城産業会議 議長 阿部　　真也

国立大学法人茨城大学 学長 三村　　信男

首都圏新都市鉄道株式会社 代表取締役社長 柚木　　浩一

株式会社常陽銀行 取締役頭取　（協議会監事） 笹島　　律夫

全国農業協同組合連合会茨城県本部 県本部長 鴨川　　隆計

一般社団法人つくば観光コンベンション協会 会長 五十嵐　立青

国立大学法人筑波技術大学 学長 石原　　保志

株式会社筑波銀行 代表取締役頭取　（協議会監事） 藤川　　雅海

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構 理事長 住川　　雅晴

つくば市区会連合会 会長 小原　　正彦

国立大学法人筑波大学 学長 永田　　恭介

一般財団法人つくば都市交通センター 理事長 茂木　　貴志

日本貿易振興機構茨城貿易情報センター 所長 木ノ本　知弘

東日本高速道路株式会社関東支社 谷和原管理事務所長 宮野　　敏雄

所　　属 氏　　名

衆議院議員 青山　大人

衆議院議員 浅野　哲

衆議院議員 石井　啓一

衆議院議員 石川　昭政

衆議院議員 梶山　弘志

衆議院議員 神田　裕

衆議院議員 国光　あやの

衆議院議員 田所　嘉徳

衆議院議員 永岡　桂子

衆議院議員 中村　喜四郎

衆議院議員 額賀　福志郎

衆議院議員 葉梨　康弘

参議院議員 石井　章

参議院議員 岡田　広

参議院議員 郡司　彰

参議院議員 上月　良祐

参議院議員 藤田　幸久
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⑸ Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会事務局規程

（趣旨）
第 １条　この規程は、G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会（以下「協議会」という。）の

事務局（以下「事務局」という。）の組織及び事務の取扱いについて、G20茨城つくば貿易・デジタル経
済大臣会合推進協議会規約（以下「規約」という。）第15条の規程に基づき、必要な事項を定めるものと
する。

（組織及び職員）
第 ２条　事務局に、規約第11条第２項に定める事務局長のほか、事務局長代理、事務局次長（財務担当）、

事務局次長（事業担当）及び書記を置く。
２ 　事務局長代理は、茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チームリーダーをもって

充てる。
３ 　事務局次長（財務担当）は、茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム副参事を

もって充てる。
４ 　事務局次長（事業担当）は、茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チームグループ

リーダーをもって充てる。
５　書記は、事務局長が任免する。
６　第１項に定める職員のほか、必要に応じ、事務局に嘱託職員及び臨時職員を置くことができる。

（職務）
第３条　事務局長代理は、事務局長の事務を代理する。
２　事務局次長（財務担当）は、事務（財務関係）を整理し、事務局長を補佐する。
３　事務局次長（事業担当）は、事務（事業関係）を整理し、事務局長を補佐する。
４　書記は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

（会長の決裁事項）
第 ４条　G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会会長（以下「会長」という。）の決裁を要

する事項は、次の各号に掲げるものとする。
（１）総会の開催及び総会に付議すべき議案の決定
（２）協議会の事業の実施において特に重要な事項の決定

（事務局長の専決事項）
第５条　事務局長は、会長の決裁を要しない次の各号に掲げる事項を専決するものとする。
（１）協議会の運営及び事業の執行に関する事項
（２）協議会の収入及び支出に関する事項

（代決）
第 ６条　会長又は事務局長が不在のときは、次表に掲げる決裁区分に応じ、第１順位者が代決し、第１順位

者も不在のときは、第２順位者が代決するものとする。

（会計責任者）
第７条　協議会の会計責任者は、事務局長とする。

（会計の方法）
第 ８条　収入の決議は、収入決議票（様式第1号）により行うものとし、収入を確認したときは、収入経理

簿に記録、整理するものとする。
２ 　支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議票（様式第2号）に関係する書類を添えて決議

するものとする。
３ 　支出の決議は、支出決議票（様式第3号）により行うものとし、支出を行ったときは、支出経理簿に記録、

整理するものとする。
４ 　現金は、次に掲げるところにより事務局長の印をもって預金して管理するものとし、当該預金通帳は、

事務局次長（財務担当）が保管するものとする。
金融機関名　常陽銀行県庁支店
口座種別　　普通預金
口座番号　　1327827
口座名義　　G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会

事務局長　堀江　英夫

（契約の取扱い）
第 ９条　協議会が事業の執行に伴い契約を締結する場合の取扱いについては、茨城県財務規則（平成５年

茨城県規則第15号）第６章の規程の例によるものとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。

決裁区分 第１順位者 第２順位者

会長 事務局長 事務局長代理

事務局長 事務局長代理 事務局次長（財務担当）
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（物品等の管理）
第 10条　備品その他の物品等については、台帳受払簿に記録整理することにより、適正に管理を行うも

のとする。ただし、事務用品等の消耗品については、当該記録を省略することができる。

（旅費の支給）
第 11条　協議会の業務のため出張した者には、旅費を支給することができる。この場合において、支給すべ

き当該旅費の額は、職員の旅費に関する条例（昭和28年茨城県条例第56号）の規程を準用して計算した
額とする。

（決算）
第 12条　協議会の会計の決算をするに当たっては、事務局長は、決算案を作成し、会長に提出するものと

する。

（会計関係書類の保存期間）
第13条　会計関係書類の保存期間は、5年とする。

（雑則）
第 14条　この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び事務の取扱いに関し必要な事項は、事務局長

が定める。

付　則
この規程は、平成30年8月2日から施行する。
この規程は、平成30年11月1日から施行する。

⑹ Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合におけるおもてなし運営業務

G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合において、本県が誇る食材を使った料理や伝統・文化の披露
など心のこもったおもてなしを行い、各国要人を歓迎するため、企画提案を募集し、Ｇ20茨城つくば貿易・
デジタル経済大臣会合推進協議会事務局に設置する選定委員会において審査を行い、受託者を決定した。

1 公募スケジュール
①初回

②再公募

日　程 内　容

平成31年（2019年）3月7日（木） 執行伺い

平成31年（2019年）3月12日（火） 募集開始

平成31年（2019年）3月18日（月） 質問締切

平成31年（2019年）3月20日（水） 質問回答

平成31年（2019年）3月25日（月） 企画提案書提出期限

日　程 内　容

平成31年（2019年）4月4日（木） 募集開始

平成31年（2019年）4月9日（火） 質問締切

平成31年（2019年）4月11日（木） 質問回答

平成31年（2019年）4月15日（月） 企画提案書提出期限

平成31年（2019年）4月18日（木） 選定委員会開催

平成31年（2019年）4月19日（金） 審査決定通知

平成31年（2019年）4月25日（木） 契約

※応募件数０件のため，再公募を実施した。
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2 応募件数
１件 

3 選定委員会

4 受託者
日本コンベンションサービス(株)

役職等

委員長 Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会事務局長

副委員長 Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会事務局長代理

委　員 Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会事務局次長（財務担当）

委　員 Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会事務局次長（事業担当）

委　員
Ｇ20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進本部おもてなしＰＴチーム長（営業戦
略部販売流通課長）

委　員 つくば市政策イノベーション部長

⑺ G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会事務局
協議会事務局は茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム内に設置した。
1 設置日

平成30年（2018年）8月2日（木）
2 設置場所

茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム内
（平成30年（2018年）11月1日（木）に営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チームが新
設された後は、同チームが担当）

3 体制　※令和元年（2019年）6月8日（土）時点

4 事務局員一覧　※令和元年（2019年）6月8日（土）時点

役　職 備考

事務局長 1名

事務局長代理 1名

次長 財務担当1名、事業担当1名

書記 7名

役　職 備　考

事務局長 堀江　英夫(茨城県営業戦略部長)

事務局長代理
山岸　浩一(茨城県営業戦略部次長兼G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チー
ムリーダー)

事務局次長(財務担当)
小松　英雄(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム副参
事）

事務局次長(事業担当)
石川　裕之(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チームグル
ープリーダー)

事務局書記 福島　健太郎（株式会社常陽銀行より派遣）

事務局書記 谷津　陽一（株式会社筑波銀行より派遣）

事務局書記 市岡　秀章(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム主査)

事務局書記
皆川　さおり(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム係
長)

事務局書記 登坂　文貴(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム係長)

事務局書記 益子　達也(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム主事)

事務局書記
櫻井　亮輔(茨城県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム主事
/つくば市より研修生として配属)
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5 人数の変遷

6 事務局執務室の変遷

時　期 変　遷

誘致段階 茨城県庁４階国際課が対応

平成30年（2018年）4月1日(日) 組織改正により茨城県庁４階営業戦略部グローバル戦略チームが対応

平成30年（2018年）8月2日(木) 茨城県庁４階営業戦略部グローバル戦略チーム内に設置

平成30年（2018年）
11月1日(木)

組織改正により茨城県庁４階営業戦略部Ｇ20貿易・デジタル経済大臣会合推
進チーム内に移転

平成31年（2019年）1月7日(月) サテライトオフィス使用開始(つくば保健所２階大会議室)　

令和元年（2019年）6月21日（金） サテライトオフィス撤収

令和元年（2019年）7月1日(月) 組織改正により茨城県庁４階営業戦略部グローバル戦略チーム内に移転

時期
平成30年（2018年）

8月2日
(木)

平成30年（2018年）
9月1日

(土)

平成30年（2018年）
10月1日

(月)

平成30年（2018年）
11月１日

(木)

平成30年（2018年）
12月1日

(土)

平成31年（2019年）
4月1日

(月)

平成31年（2019年）
4月22日
（月）

令和元年（2019年）
5月27日
（月）

令和元年（2019年）
6月17日
（月）

令和元年（2019年）
7月1日

(月)

協
　
議
　
会

事務局長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

事務局長
代理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

次長 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

書記 2 2 5 5 5 7 7 7 7 1

茨 城 県
職員 2 2 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 1

民 間 企
業 よ り
派遣

0 0 0 0 0 2 2 2 2 0

合計 6 6 9 9 9 11 11 11 11 5

茨城県営業戦略部
グローバル戦略チ
ーム（G20貿易デ
ジタル経済大臣会
合推進チーム）兼
務

0 3 3 8 8 8 10 9 8 0

合計 6 9 12 17 17 19 21 20 19 5

※（）は、つくば市より派遣研修生として配属された職員の人数

⑻ G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会収支予算
令和元年（2019年）6月27日時点

1 収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

2 支出の部

科　目 項　目 主な内容 予算額

負担金
茨城県負担金 負担金 48,035

つくば市負担金 負担金 48,035

合計 96,070

科　目 項　目 主な内容 予算額

事業費

開催支援

・ 警備体制、救急医療体制、災害対応等危機管理
体制の検討・構築

・ 街頭広告、啓発物品等各種媒体による事前広報
及び歓迎機運の醸成

・大臣会合に向けての連絡調整・協力体制の構築

19,870

おもてなし
・歓迎行事等での県産食材の提供等
・各国大臣・大使館視察等の受け入れ 

38,000

魅力発信

・海外への本県の魅力発信の企画・実施

・最先端科学技術・ものづくり技術の展示等の企画

・実施

・未来を見据えた取組の実施

38,200

合計 96,070
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